
 

 

制度の名称 地域優良賃貸住宅への入居 

支援の種類 現物支給・現物貸与 

制度の内容 
●被災者の方は、都道府県、市町村、地方住宅供給公社、民間事業者等が整備する地域優良賃

貸住宅に入居することができます。 

対 象 者 

●以下の要件を満たす方が対象です。 

災害等特別な事情があり、入居させることが適当と認められる世帯として、地方公共団体が

地域住宅計画等に定めるものであって、その所得が３８万７千円以下のもの。 

お問い合わせ 都道府県、市町村 

 


